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１．背景 

 
1.1 計画の背景と目的   

 
近年，人口減少や核家族化の進行等の社会的変化や，過剰な新規住宅の供給，中古住宅

市場の低迷等により，全国的に空家等が増加し，それに伴って空家等に関する問題も年々

増加し，社会問題となっています。特に，適切な管理がされず放置されたままの空家等は，

老朽化による倒壊や，屋根・壁などの建築部材の落下・飛散による市民の生命，身体，財

産への危険を及ぼす存在となります。また，不法侵入や放火のおそれ，敷地の雑草繁茂や

不法投棄，景観への悪影響などもあり，防災・防犯・衛生・景観等の面で，暮らしの安全・

安心を阻害しかねない状況となっています。今後も，これらの問題が一層深刻化すること

が懸念されています。 

本市では，空家等問題の発生を背景に，平成２５年６月に「三次市空き家等の適正管理

に関する条例（以下「旧条例」という。）」を施行し，空家等対策を進めてきました。 

国においても，平成２６年１１月に「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空

家等法」という。）」が制定され，空家等問題への対策が本格的にスタートしました。空家

等法では，国による基本指針の策定について定められているほか，地方公共団体による空

家等対策計画の作成についても定めており，空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推

進することが重要となってきます。 

これを受け，三次市では平成２７年６月に旧条例を改正したところであり，これまで以

上に空家等対策を進めて行くため，この度，「空家等対策計画」を策定することとしました。

本計画に基づき，空家等関連施策を総合的かつ実効性をもって推進することで，地域住民

の暮らしの安全を確保し，「しあわせを実感しながら，住み続けたいまち」の実現に向けた

まちづくりを進めようとするものです。 
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資料 1：第 2 次三次市総合計画



 資料 2：まち・ひと・  しごと創生総
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2.2 計画の内容 

 
ひと口に「空家等」と言っても，その発生要因や，空家等による問題等は多岐にわた

る一方で，所有者または管理者の特定が困難な場合があることなど，解決すべき課題が

多く，複合的な点が空家等問題の特徴ともいえます。 

そのため，本計画では市が取り組む空家等対策の範囲や責務を明確にした上で，関係

機関との連携のありかたや，総合的な空家等対策の推進について，中長期的な方針を示

します。 

 
2.3 計画の対象区域 

 
空家等は三次市全域に存在しているため，本計画は「三次市内全域」を対象とします。 

 
2.4 計画期間 

 

空家等対策を着実に実施していくためには，中長期的な視点において取り組む必要が

ある一方，老朽化した空家等については迅速に対策を講じていく必要もあります。 

そのため，計画期間は「平成 29 年度から平成 33 年度までの 5 年間」として設定しま

す。 

ただし，社会情勢の変化や各種施策の実施状況に応じて，内容を適宜見直すこととし

ます。 
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３．空家等に関する現状や課題 

 
3.1 現状の認識 

 

全国の状況 

平成 25 年住宅・土地統計調査によると，空家等は全国で 820 万戸，空家等率は 13.5％と

なり過去 高となりました。また，人口減少を伴う少子高齢化の進展などにより，空家等

数は昭和 48 年の調査から 40 年間で増加の一途をたどっています。総住宅数は 2 倍程度に

増加していることに対して空家等数は 5 倍近くになり，空家等率も 2.5 倍程度になってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：総務省統計局ホームページ 統計局ホームページ http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/topics/topi861.htm 

 

 

 

広島県の状況 

総務省の平成 25 年住宅・土地統計調査によると，広島県の住宅数は約 139 万戸で，その

うち空家等数は約 22 万戸あり（全国 11 位），空家等率は 15.9％（全国 13 位）です。「ほぼ

６戸に１戸が空家等」という状況で，空家等戸数，空家等率とも高くなっています。 

 
 
 

 
 

図 1. 総住宅数，空家等数及び空家等率の推移（全国） 

出典：平成 25 年住宅・土地統計調査 
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三次市の状況 

図 3.に三次市の人口と住宅総数及び空家等数の推移を示しています。人口は，昭和 60 年

の国勢調査以降減少傾向にあり，減少率も年々増加しています。 

世帯数は，平成 17 年の調査をピークとして減少に転じています。 

一方，空家等数（その他空家等）は，増加の一途をたどり，平成 25 年の調査においては，

2,860 件あるとの調査結果となっています。その数は，昭和 63 年の調査以降，約 3 倍とな

っています。 
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図 3. 三次市の人口と住宅総数及び空き家数（国勢調査及び住宅土地統計調査より） 

図 2. 空き家等率と空き家等数の推移（総務省 各年住宅・土地統計調査） 

出典：広島県空家等対策推進協議会 広島県空家等対策対応指針～空家等問題の解決に向けたアプローチ～平成 27 年２月 
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住宅・土地統計調査による空家等数（総務省） 

平成 25 年住宅・土地統計調査によると，三次市では住宅数が 24,510 戸あり，そのうち，

空家等数は 4,210 戸，空家等率は 17.2％です。そのうち，賃貸用など管理物件等を除いた

その他の空家等数は 2,860 戸となっています。 

空家等総数におけるその他の住宅の割合については，全国的には 38.84％となっています

が，三次市では 67.93％となっています。全国的には，賃貸・売却用等の空家等が多い傾向

にありますが，三次市においては木造の一戸建ての空家等が多い傾向にあり，木造一戸建

ての空家等に対する対策を重点的に検討する必要があります。 

平成 20 年の調査以降，二次的な住宅，賃貸用住宅は減少していますが，売却用の住宅及

びその他の住宅については増加傾向にあります。 

 

表 1．平成 25 年 住宅・土地統計調査結果 
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目視による空き家らしき家屋の数 

三次市においては，平成 28 年度に市内における空家等らしき住宅（戸建）の目視実態調

査を実施しています。 

その結果，空き家らしき住宅（戸建）の戸数は 1,401 戸であり，その分布状況は次のと

おりです。 
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図 4. 平成 28 年度空き家らしき建物実態調査結果 
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3.3 空家等の発生プロセス 

 
居住世帯のある住宅が空家等になるきっかけとしては，平成 26 年「空家等実態調査集計

結果（国土交通省）」によると「居住者の死亡」が 35.2％で第一位であり，第二位が「別の

住宅へ転居」で 27.9％，次いで「老人ホーム等の施設へ入所した」14.0％となっています。 

 

また，「居住者の死亡」がきっかけとなったケースでは， 後に住んでいたのは，「所有

者の親」が 64.2％と過半であり，高齢・独居といった状況から死亡をきっかけに，空き家

となるケースが多いと推察できます。 

 

出典：平成 26年「空家等実態調査集計結果（国土交通省）」

出典：平成 26年「空家等実態調査集計結果（国土交通省）」
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一方，三次市域内の状況を見てみると，いずれの地域でも人口は減少していますが，世

帯数は旧三次市で増加し，旧町村域では減少しています。人口の増減を更に詳細に見てみ

ると，中心部では増加している地区がみられますが，市街地から離れるにしたがって減少

傾向にあります。 

親子二世代，三世代での居住が珍しくなかった時代とは異なり，現在は，就職や結婚等

をきっかけに若年層が世帯分離するパターンが多いため，旧町村域において，高齢・独居

といった状況が多く発生していると想定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧市町村別人口・世帯の推移

人口 （単位：人）

H22
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H17-H22
人口増減

H17-H22
人口増減率

H22
世帯数

H17-H22
世帯増減

H17-H22
世帯増減率

旧三次市 38,013 △ 910 -2.3% 14,844 218 1.5%

君田町 1,666 △ 170 -9.3% 559 △ 29 -4.9%

布野町 1,632 △ 177 -9.8% 578 △ 25 -4.1%

作木町 1,593 △ 206 -11.5% 629 △ 68 -9.8%

吉舎町 4,277 △ 453 -9.6% 1,664 △ 109 -6.1%

三良坂町 3,512 △ 199 -5.4% 1,325 △ 22 -1.6%

三和町 3,170 △ 319 -9.1% 1,172 △ 87 -6.9%

甲奴町 2,742 △ 275 -9.1% 1,015 △ 60 -5.6%

合計 56,605 △ 2,709 -4.6% 21,786 △ 182 -0.8%

資料：国勢調査

 　世帯数　（単位：世帯）

図 5. 三次市の人口増減（出典：三次市都市計画マスタープラン） 
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これらのことから，三次市における空き家化プロセスの代表例としては，就職や結婚等

をきっかけに若年層が世帯分離し，旧町村部から三次市中心部やその他の都市へ移動，そ

れに伴い，特に旧町村部において高齢者の独居化が進み，その後死亡や老人ホームへの入

所をきっかけとして空き家化するといったプロセスが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 空家等が増加する背景 

 

■住宅ストック数と世帯数及び新築着工棟数 

  我が国の総人口は今後減少していく見通しであり，2015 年の国勢調査の結果，初の人

口減少が確認されました。これに伴い，世帯数も減少局面に入っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. 三次市における空き家化プロセス代表例 

空き家化

死亡や老人ホーム等への入所

高齢者・独居化

世帯分離＋中心部への人口移動

図 7. 我が国の人口の推移（年齢層別） 
出典：総務省「国勢調査」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2012 年 1 月推計）」 

国土交通省ホームページより（http://www.mlit.go.jp/common/001123470.pdf） 
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一方，住宅ストック数は，昭和 43 年の調査時にすでに世帯総数を上回っており，平成 25

年の調査においては，住宅ストック数（6,060 万戸で総世帯（約 5,250 万世帯）に対し約

16％多く量的には充足しています。 

そのような中，新設住宅着工戸数は昭和 43 年に 100 万戸を超えて以降，景気の影響など

により増減を繰り返しながらも，100 万戸を超える水準で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8. 人口・世帯数の推移と将来推計 
出典：人口：日本の将来推計人口（全国：2012 年 1 月推計、その他：2013 年 3 月推計）世帯数： 日本の世帯

数の将来推計（全国：2013 年 1 月推計、その他：2014 年 4 月推計）［国立社会保障・人口問題研究所］ 

国土交通省ホームページより（http://www.mlit.go.jp/common/001123470.pdf） 

図 9. 住宅ストック数と世帯数の推移 
出典：住宅・土地統計調査【総務省】 

国土交通省ホームページより（http://www.mlit.go.jp/common/001123470.pdf） 
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3.5 空家等の活用阻害要因 

 

 空家等は，適正に管理されて中古住宅として利活用されれば諸問題の発生抑止に繋がり

ます。しかしながら，欧米諸国に比べ日本では中古住宅の活用は十分に行われてはいませ

ん。この要因について，中古住宅の流通促進・活用に関する研究会報告書（国土交通省）

では，①建物評価の課題、②流通市場の課題、③住宅金融の課題について指摘がされてお

り，次のような課題が報告されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 14. 高齢世帯と子育て世帯の住宅の広さや間取りに対する評価 
出典：平成 20 年住生活総合調査（国土交通省） 

国土交通省ホームページより（http://www.mlit.go.jp/common/001081910.pdf） 

図 15. 高齢者が住宅で困っていること 
出典：高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査（内閣府） 

国土交通省ホームページより（http://www.mlit.go.jp/common/001081910.pdf） 

図 16. 市場プレーヤーそれぞれが抱える課題 
出典：中古住宅流通促進・活用に関する研究会（国土交通省） 
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課 題  

中古住宅評価の適正化 
・住宅の性能等を判断する目安がない 
・住宅を評価する為の図面等の基礎的資料の不足 
・住宅の性能等が建物価値に反映されない 

中古住宅の質に対する不安

の解消 

・中古住宅の品質（不具合等）が分からない 
・瑕疵等があった場合の保障が不十分 
・中古住宅に関する情報が不十分 

中古住宅流通上の障害除去 
・インスペクション，リフォーム等，売買時のワンスト

ップでのサービス提供等が不十分 
住宅ストックの活用 ・住宅の試算としての活用が不十分 

 
 
また，平成 26 年に実施された全国的な実態調査の結果からも，空き家にしておく理由と

しては，物置として必要だからという理由が 44.9％に上る一方，解体費用をかけたくない

といった経済的な理由や，将来利用するかもしれないといった資産意識による理由も一定

程度あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17. 空家等にしておく理由 

（出典：平成 26 年空家等実態調査 国土交通省） 

表 2. 中古住宅流通に係る課題（資料）中古住宅流通促進・活用に関する研究会（国土交通省） 
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3.6 適正管理の阻害要因 

 

空家等は適正な管理がなされない場合，加速度的に老朽化が進行し，防災，防犯，衛生，

景観等の面で市民の生活環境に悪影響を及ぼします。適正管理に関する課題としては，物

理的課題（遠くに住んでいるので管理が困難）や経済的な課題（管理費用の負担が重い）

のほか，所有者の管理意識の低下や，近隣への関心の低下（近所付き合いの稀薄化）など

があります。その他にも以下のような課題が考えられ，総合的な課題解決が必要であると

考えます。 

・相続手続きの未了による手続きの複雑化 

・情報，知識不足（何から手を付けてよいか分からない，相談する相手が分から

ない） 

・建築基準法上の課題（接道要件を満足しない空家等は，流通しづらい） 

・その他法令との関係（農地法…農地付住宅がほしいが，新規就農者となるハー

ドルが高い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18.  管理上の障害・課題（出典：平成 26 年空家等実態調査 国土交通省） 
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４．基本的な方針 

 
4.1 空家等に関する取組の方針 

 

老朽化した空家等が増加することは，安全面や防災面での社会的問題の発生や，地域の

活力の低下等，様々な面での影響が懸念されます。そのため，行政のみならず関係機関等

と連携し，三次市における空家等の状況や社会状況を踏まえた上で，次の方針により空家

等に対する取組を行います。 

 

■所有者の適切な行動を促進する空家等対策を進めて行きます。 

空家等は，個人等の私有財産であり，第一義的にはその所有者等が自己の責任におい

て自主的に管理することが原則です。しかしながら，所有者等の様々な事情から，老朽

化が進行し適正な管理が行われていない空家等が増加しており，地域の社会的な問題も

発生しています。 

このため，所有者が適切に判断し第一義的な責任を果たすよう，促進策を推進してい

くこととします。 

 

■市民が安全で快適に暮らせるよう，段階に応じた総合的な空家等対策を推進する。 

市民が安全で，安心して快適に暮らせるよう，空家等問題は，特定空家等として周囲

に影響を及ぼす段階になったものを適切に対応するだけでなく，発生予防，空家等活用，

適正管理の各段階において，適切な対策を行う総合的な空家等対策を推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用実態 

のある建物 

活用可能 

空き家 

不適正管理

空き家 

老朽危険 

空き家 

発生予防 

発生抑止 

適 正 管 理

利 活 用 措 置

跡地活用 

対応ｺｽﾄ・難易度 

時間・危険度 

【
視
点
】 

図 19.  段階に応じた基本的な方針 
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【立地の要因】 

・道路幅員 

・接道状況 

・公共施設の有無 

・公共交通の利便性 

・土地の状況 

■地域のにぎわいと定住促進を目標に，市民，地域住民自治組織，専門家，各種行政

機関等の多様な主体が連携した空家等対策を推進する。 

 空家等は，様々な社会問題の要因となる関係者の裾野の広い問題である一方，地

域のにぎわいや定住対策においては貴重な財産と捉えて活用することもできます。

市民，住民自治組織や定住対策の中間支援組織，専門家，各種の行政機関が連携し

て，地域の問題として対策を推進します。 

 

 

■空家等の状況に応じた効率的・効果的な対策を検討する。 

 ひと口に空家等と言っても，立地条件，発生要因や老朽度合い等，取り巻く状況は

様々です。そのため，空家等対策のアプローチとしては，次の方針を基本にしつつ，

地域性や個別の状況を考慮した対策を講ずることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極的活用・適正管理

地域による空き家活用等への支援

民間主体の積極的活用

中古建物市場活性化

特定空家等への迅速な対応

地域の実情に応じた安全管理

特定空家等への迅速な対応

除却・跡地活用

立
地
が
良
い 

立
地
が
悪
い 

良好な管理 

老朽危険 

図 20. 状況に応じた対策基本方針 
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4.2 所有者との役割分担 

 

空家等は，個人等の私有財産です。そのため，第一義的にはその所有者等が自己の責任

において自主的に管理することが原則です。このことは，「空家等対策の推進に関する特別

措置法」においても，「空家等の所有者等は，周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう，

空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定されています。 

しかしながら，所有者等の様々な事情から，老朽化が進行し適正な管理が行われていな

い空家等が増加しており，社会的な問題も発生しています。空家等の増加は，防災・衛生・

防犯・景観等の面で市民の生活に影響を及ぼすと同時に，コミュニティ活動や地域の活力

を低下させるといった，まちづくりへの課題も懸念されます。 

そのため，所有者等の第一義的な責任を前提にしながら，個別の空家等の状況や地域の

実情に応じて，行政としても必要な具体的対策を検討し，総合的に取り組んでいくことと

します。 
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５．空家等対策の視点と具体的な取り組み 

 
5.1 空家等の発生予防・発生抑止 

 
空家等の発生は加速度的に増加しており，現に存在する空家等への対策を実施するだけ

ではなく，新たに空家等，特に特定空家等を発生させないという「予防」というアプロー

チが必要と考えます。 

具体的対策として考えられるものは，次のようなものが考えられます。 

市民への情報提供機会の充実 

・所有者へ文書・パンフレット等による適正管理・利活用の啓発活動 

・市民へ空家等の利活用の実例・方法の情報発信（広報みよし，納税通知書送付

時，死亡届提出時等） 

 生前対策の推進 

・建物・土地の相続登記の推進活動 

・生前の不動産を含めた総合的な相続対策（終活）の啓発と相談体制の整備（敷

居の低い相談窓口等の設置） 

・空家等になる予定の住宅所有者及び親族等に対する相談窓口の設置（利活用・

処分の方法等）※法律専門家の活用 

 民間事業者や団体との連携 

・不動産に関する無料相談会の開催※法律専門家の活用 

・リフォームによる，住宅長寿命化の補助制度（国制度との連携） 

 

5.2 空家等の利活用 

 

空家等の増加による，都市の活力の低下や地域のコミュニティ活動の衰退への対策とし

ては，空家等の適正管理への取り組みの他，空家等の利活用といった観点からの対策が必

要です。 

具体的対策として考えられるものは，次のようなものが考えられます。 

 空き家バンク等需給マッチングに関する体制整備 

・定住対策の住まいとしての活用（空き家バンク） 

・利用希望者のマッチングに関する支援体制整備 

 地域による空家等活用等への支援 

・地域による支援組織の設置（地域ネットワークなど） 

・空家等活用 NPO 等団体との連携 

・空家等活用に関する専門家の活用 
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・空家等活用事例等の情報提供 

 中古建物市場の活性化への取り組み 

・個人事業主及び民間企業等の SOHO 活用等へのリノベーション事業の補助 

・空家等の中古住宅流通に向けた手続き等の情報発信（民間団体等と連携） 

・ホームインスペクション（住宅診断）1の活用支援 

 

5.3 空家等の適正管理 

 
適正管理がなされない空家等は，その建物自体の老朽化が進むだけでなく，特定空家等

化していくことで，周辺環境へ防災・防犯・衛生・景観等の面で悪影響を生じさせること

となります。 

空家等は長期間放置されるほど，課題の解決が困難となることから，早い段階から空家

等の状況把握に努めるとともに，所有者への適切な助言や指導を行うこととします。 

また，庁内の関係部局と空家等に関する情報を共有し，多角的な観点から空家等の把握

を進める仕組みづくりを検討します。 

 所有者を対象とした適正管理促進の取り組み 

・高齢者世帯を中心にした情報発信 

・住所変更時にアンケートにより住み替え理由を収集 

・住宅の管理方法の情報発信 

・住民自治組織等と連携した，所有者への情報提供 

 空家等の適正管理を促進する取り組み 

・民間団体と連携した空家等管理ビジネスの検討 

  ・既存の仕組みを利用した維持管理システムの検討 

 空家等の実態を適正に把握するための方策 

  ・特定空家等のデータベース化 

 
5.4 特定空家等に対する措置 

 
特定空家等化した空家等については，地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており，

その所有者等が自己の責任において自主的に管理することを原則としながらも，行政とし

てのどのような措置を講ずるのかを検討していきます。 

 措置方針等の検討 

・特定空家等の対応着手優先順位の決め方（通学路，災害時の避難路等） 

・措置の具体的な手続のマニュアル化（助言・指導・勧告・命令） 

                                                  
1 住宅に精通したホームインスペクター（住宅診断士）が、第三者的な立場から、また専門家の見地から、住宅の劣化

状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、アドバイスを行う専門業務。 
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  ・地域特性に応じた，安全管理の在り方（市街地部と周辺部の対応方針） 

・緊急安全措置の実施 

 実施体制の検討 

・命令及び命令後に係る行政組織の役割分担と体制整備 

 

5.5 跡地活用 

 
特定空家等の適正管理を進め，結果的に除却される空家等が増加することにより，利用

目的のない空地が増えていくことは，別の問題を引き起こすことにも繋がりかねません。 

また，既存の商店街や街並みを生かしたまちづくりを進めるエリアにとっては，利用目

的のない空地の増加は，地域の魅力や賑わいの低下に直結する課題であります。 

そのため，空家等を除却した跡地についても，適正に管理され，また有効に活用するた

めの対策が必要です。 

 跡地利用に関する検討 

・狭あい道路対策の検討 

・民間主導の小規模な面的整備に対する支援制度の検討 

・地域と連携した広場や市民菜園としての利用検討，支援措置 

 跡地に関する景観上の検討 

  ・緑化等による景観上の配慮等の検討  
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5.6 リーディングプロジェクト 

 

 空家等対策を総合的にかつ，効果的に推進していくため，当面重点的に取り組む事項を

リーディングプロジェクトとして設定し，本計画の実効性を高めます。 

 

リーディングプロジェクト１ 

■市民が分かりやすい情報にアクセスできる環境の整備 

空家等の持ち主だけでなく，将来的に空家等になりそうな家屋の持ち主，さらには

広く市民全体が，空家等に関して合理的な判断をすることができる，ポイントを押さ

えた知識を持った状態を目指します。 

 そのために，専門的な知識をわかりやすく示した情報を収集及び作成して提供し，

市民が手軽にアクセスできる環境を目指します。 

取組例：空家等に関する多様な情報の収集・整理（管理・相続・利活用・解体など） 

取組例：多様な媒体を使った情報提供（HP・広報・CATV・講演会など） 

取組例：空家等講演会・セミナーの試験開催 

 

リーディングプロジェクト２ 

■敷居の低い相談環境の整備 

現在，空家等については，管理や活用について「誰に何から相談したらよいのか分

からない」という問題があります。そのため，誰でも気軽に相談でき，内容に応じて

は相談ができる環境の整備を目指します。また，相談内容を蓄積し，将来的な取り組

みに活かせる状態を目指します。 

取組例：空き家相談コンシェルジュの設置 

取組例：関係団体（建築士会，宅建業，弁護士会，司法書士会，建設業会等）と行政

機関の連携による総合相談体制の整備，相談会の開催 

 

リーディングプロジェクト３ 

■地域の主体的な空き家対策を後押しする環境の整備 

地域内の関係者の連携や，持続可能な手法の導入を促進するなど，より機動的な空

家等対策を後押しします。これにより，これまで中古住宅市場で扱われにくい立地の

良くない住宅であっても，性能が確保されるものの利用を促進し，空家活用の裾野を

広げます。 

取組例：関係者が連携した先進事例の研究（講演会・研究会など） 

取組例：空家等活用に関する支援策の検討 

取組例：既存支援策の効果的な活用促進（がんばる地域補助金等など） 
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６．その他総合的な取り組み 

 

6.1 空家等対策の推進体制 

 
空家等による問題は，その影響や原因が多岐にわたるため，庁内関係部局を始め，各種

関連機関が密接に連携して対処する必要があります。そのため，分野を横断した推進体制

の整備について検討を行います。 

 
6.2 関連する部局・団体等と役割分担 

 

その他想定される関係機関と，それぞれにおいて考えられる役割分担は，次のようなも

のが考えられます。 

今後，庁内関係部局や各団体との連携を強化し，各専門分野の強みを生かした空き家対

策を推進していく必要があります。 

 

庁内関係部局 

部局名 主な役割等 

建設部 都市建築課 
空家等対策の総合調整・相談窓口，特定空家等に対する措

置等 

市役所各支所 市民等からの相談窓口 

建設部 土木課 市道や里道の安全確保 

産業環境部 環境政策課 草木，ごみ等の環境悪化に関すること 

地域振興部 定住対策課 三次市空き家バンクに関すること 

地域振興部 地域振興課 集落支援員制度との連携 

総務部 危機管理課 地域防災，自主防災に関すること 

政策部 政策課 空家等利用に関する施策に関すること 

市民部 市民課 市民等からの相談窓口，民間など生活相談に関すること 

市民部 課税課 特定空家等の敷地に関する固定資産税に関すること 

水道局 水道課 空家等の特定に関すること 
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庁外関係団体等 

団体名 考えられる連携等 

住民自治組織 空家等の実態把握への協力・利活用支援 

学識経験者 空家等対策の検討にあたっての分析や事業協働 

消防署 火災予防に関すること，空家等に関する情報の共有 

警察署 防犯に関すること，空家等に関する情報の共有 

専門関係団体等（不動産

関係団体，司法書士会，

土地家屋調査士会等） 

中古住宅の流通等に関すること等 

相続対策に関すること等 

相談窓口の共同開催等 

 
6.3 推進体制の整備 

 
空家等による課題への対応は，関係する部局が多岐にわたることから，前述した関係す

る部局・団体間での情報の共有等を円滑に行えるよう，空家等対策を推進していくための

組織づくりを進めます。 

 

6.4 定住促進の取り組み 

 
 空家等対策を効果的に展開していくためには，三次市において現在実施している空家等

関連施策との連携が重要です。特に，地域コミュニティの維持に関わる定住促進の取り組

みとの連携を重点的に図っていきます。 

 

■集落支援員（地域振興課） 

 地域の実情に詳しく，集落対策

の推進に関してノウハウ・地検を

有した人材が，地方自治体の委嘱

を受け，市町村職員と連携し，集

落への「目配り」として集落の巡

回，状況把握等を実施する制度で

す。 

 三次市では，集落支援の必須活

動内容として，「空家等情報の把握

と空家等バンク登録の促進」を指

定しており，三次市が行う空家等

実態調査と連携した活動を検討す

る必要がありますが，支援員の配

集落支援員配置（三次市 HP 資料をもとに作成） 



三次市空家等対策計画 

30 
 

置は住民自治組織単位での任意配置であるため，配置は市内の一部にとどまっているのが

現状です。 

また，地域間での取り組み状況に格差もあるため，個別の状況を反映した関係づくりが

必要となります。（平成 29 年 3 月 1日現在，市内 19 自治連中 12 自治連で活動中） 

 

■【三次市空き家バンク（定住対策課）】 

三次市空家等情報バンク制度は、市

内に移住を考えている方に、市内の空

家等などの情報を紹介するシステムで

す。 

空家等の有効利用をとおして、市民

と市外居住者の交流の拡大と定住促進、

地域の活性化を図ることを目的として

います。 

  

現在のところ，登録件数は需要を満

たすほどではないため，今後，登録件

数を増やすための対策が求められます。 

考えられる対策としては， 

・納税タイミングを狙った案内 

・専門家の活用 

・市場と連携した流通システムの構築 

・市が実施する意向調査の結果の共有 

等が考えられます。 

 

■【地域ネットワーク】 

 住民自治組織，地域内で連携する団

体が加わったネットワークで，移住を希望する人に住んでみたいと思われる地域づくりを

考える人たちの繋がりです。人口減少から地域を守るための取り組みを行います。 

ネットワークにおける具体的な取り組みの検討やネットワークの構築，運用方法等，地

域ごとの実態に応じ，市民と連携して取り組みを進めます。 

 

■【ふるさと三次を愛し，未来を創造する力を育む教育の推進】（三次市総合計画） 

ふるさとの自然・歴史・文化・産業などを学び，愛着を育む教育を推進することで，子

どもたちが，ふるさとを愛し，ふるさとに誇りと愛着をもって成長していけるよう取り組

みます。 
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７．その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

 

7.1 支援措置 

 

 現在，空家等に関して三次市で行っている支援措置については，次のようなものがあり

ます。空家等の活用段階に関する支援措置については，効果の検証を行いながら，引き続

き実施していくと共に，今後，「５．空家等対策の視点と具体的な取り組み」に関して，そ

の効果や必要性を見極めた上で，支援制度等の検討を行います。 

 

１．老朽危険建物除却促進事業 

特定空家等の内，老朽化が一定以上進んでおり，近隣への影響が懸念される物件につ

いては，自主的な対応を行う所有者へ積極的な支援を行います。 

解体費用の 3分の 1（上限 30 万円） 

 

２．三次市空家等購入サポート事業補助金 

改修に要する費用の 2分の 1以内 （上限 150 万円） 

※ 補助対象者の世帯に小学生以下の者がいる場合は、改修に要する費用の 3分の 2以内 

 ・空き家バンクに登録した住宅を購入し，改修しようとする方 

・三次市空家等情報バンクの利用希望登録をしている方 

 ・当該空家等の所在地に住民登録した方又は登録予定の方 

 ・地域のコミュニティ活動に積極的に取り組むことができる方 

 

３．三次市 U ターン者住宅・店舗改修事業補助金 

改修に要する費用の 2分の 1以内 （上限 150 万円） 

※ 補助対象者の世帯に小学生以下の者がいる場合は、改修に要する費用の 3分の 2以内 

 実家等の所有権等を有する方で、Ｕターン者またはＵターン者のために改修しようとす

る方 

  

４． 三次市移住者住宅取得支援事業補助金（上限 100 万円） 

 中古住宅の取得費用の 10 分の 1 

 中古住宅の改修に係る費用の 3分の 1 

 三次市に転入した日以前 4 年以上、市内に住民登録および居住実態がない方（転入し

て 3年を経過していない方も含む。）で定住のため市内に本人が所有者となる新築の住宅

または中古住宅を取得しようとする方 
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５．三次市リフォーム支援事業補助金 

 工事金額の 10％以内（上限：住宅 20 万円、店舗等 30 万円） 

 

６．三次市チャレンジショップ運営支援事業補助金 

 空店舗借上げに要する経費  店舗賃借料（月額 5万円上限）、使用料・光熱水費（月

額 2万円上限） 

 空店舗改修に要する経費  店舗改修費（40 万円上限） 

 

７．三次市空店舗出店支援事業補助金（上限 150 万円） 

店舗改修費  看板・サイン類関連費 2 分の 1以内   

看板・サイン類関連費は、10 万円を上限とする。 

店舗賃借料  月額の 2分の 1以内 賃借に係る敷金および礼金を除く。  

月額 5万円を上限とし、交付決定を受けた同一年度限りとする。 

 
８．飲用水施設補助（ボーリング補助）制度 

ボーリング又は堀井戸の費用のほか，揚水ポンプ，水質及び水量検査等の費用 

水道事業計画区域外 

補助率 1/2 （上限 40 万円/1 軒の場合） 

 

 
7.2 情報把握・調査 

 
 空家等に関する対策を着実に進めて行くためには，空家等の実態について適切に把握す

ることが必要です。しかし，空家等は時間とともに状況が大きく変化するため，行政機関

のみではなく，住民自治組織等と連携して全体像を把握し，更新していく仕組みづくりが

必要です。 

 

１．住民自治組織や地域住民等からの情報集約による実態把握 

 特定空家等については，市内の 19 住民自治組織や地域住民等から情報提供の協力が得

られる体制等を整備し，市内の特定空家等の実態把握等に努めることとします。 

 

２．空家等情報のデータベース化 

 市内の空家等の情報については，市においてデータベース化を実施し，継続的に情報

を更新・管理できる仕組みを検討します。 
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